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危険物施設の許可手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置（変更）許可申請書 

工事着工 

申請の受付 

許可（許可書の交付） 

完成検査前検査申請 

工事完了 

申請の受付 

完成検査前検査実施 

通知又はタンク検査済証交付 

完成検査申請書 

使用開始 

申請の受付 

完成検査実施 

完成検査済証交付 

設置（変更）しようとする者 権限行政庁（市町村長等） 


